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富士市地域生活支援拠点等コーディネート事業委託仕様書 

 

 （適用） 

第１条 本仕様書は、富士市（以下「委託者」という。）が実施する「富士市地域生活支

援拠点等コーディネート事業委託（以下「本業務」という。）」に適用する。 

 

 （業務の目的） 

第２条 本業務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成 17 年法律第 123 号）（以下「法」という。）第 77 条第４項に規定する地域生活支援

拠点等におけるネットワークの運営や機能の充実を図ることを目的とし、介護者等の

病気、入院、死亡その他やむを得ない理由により残された障害者が、在宅での生活が

維持できなくなる場合等（以下「緊急時」という。）に備えた相談支援や緊急時の対応、

地域移行の促進、福祉の専門的知識及び技術を有する人材の育成・確保、地域の関係

機関の連携体制の構築を行うものとする。 

 

 （委託期間） 

第３条 本業務の履行期間は、契約の締結の日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（地域生活支援拠点等コーディネーターの要件） 

第４条 受託者は、市内の特定相談支援事業所に、次の各号の全ての要件を満たすもの

を地域生活支援拠点等コーディネーター（以下「拠点コーディネーター」という。）と

して常勤、かつ、専従で１名配置するものとする。 

⑴ 相談支援従事者現任者研修を修了した相談支援専門員の資格を有する者 

⑵ 障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）への参画又は運営の実績など、

地域における相談支援体制や障害福祉サービス提供体制の構築等について、知識及

び経験を有する者 

⑶ 障害者等に対する相談支援や地域移行に係る支援等に相当期間従事するなど、地

域で生活している又は地域で生活することを希望する障害者等への支援について、

知識及び経験を有する者 

⑷ 本事業のほか、他の業務に従事していない者。ただし、地域相談支援、計画相談

支援、障害児相談支援は除く。 

 

（業務内容） 

第５条 本業務を統括する者として、拠点コーディネーターを配置し、支援対象者の意

向、態様及び委託者からの指示に応じ、協議会等の意見も踏まえながら、次の１から

６までの業務を行うものとする。 
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１ 相談支援 

⑴ 支援対象者、養護者等への相談支援を行う。 

⑵ 関係機関等が把握している支援対象者についての情報を収集する。 

⑶ 緊急時の支援が見込めない世帯における障害者等へのアセスメント等により必

要となる福祉サービス等の対応を検討する。 

⑷ 特定相談支援事業所等関係機関と連携し、緊急時を見据えた支援計画を作成する。 

⑸ 短期入所施設等の緊急時受入先を開拓し、受入困難が生じない体制づくりを行う。 

⑹ 地域定着に関わるサービス事業の情報収集に努め、適切な対応に努める。 

２ ３６５日２４時間体制の緊急時の受入調整と対応 

⑴ 緊急時の受付については、特定相談支援事業所の開設時間に係わらず、常に連絡

の取れる体制を整え、障害者等に緊急的な支援が必要となった場合、迅速に短期入

所等のサービス調整を行い、利用に繋げる。 

⑵ 相談支援事業所から緊急時の受入先の相談があった場合には、受入先の情報提供

や相談支援を行う。 

⑶ 短期入所等での受入後に、日常生活に戻るための支援方法を検討する。障害者等

の意向を確認し、必要に応じて関係事業者と連携し、緊急時の対応後の障害者等の

生活について調整を行う。 

⑷ その他緊急時相談支援体制の運営に必要な事項を行う。 

３ 体験の機会及び場の調整 

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービス

の利用や一人暮らしを体験する機会を調整する。 

４ 協議会研修部会への参画 

高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができるサー

ビス提供体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う。 

５ 地域生活支援拠点等の整備推進にかかる関係機関との連携体制の構築 

⑴ 地域生活支援拠点等の機能充実を図るため、障害福祉サービス事業所、医療機関、

基幹相談支援センター等の支援機関と効果的な支援を提供できる連携体制を構築

する。 

⑵ 本業務の活動実績や課題を整理し、協議会へ報告するとともに課題解決に向けた

取り組みを行う。 

６ グループホーム連絡会への参画 

⑴ グループホーム事業者のサービスの質の向上やサービス提供体制の拡充、連携強

化のため、意見交換会や勉強会等の企画・運営を行う。 

⑵ 市内グループホームの基本情報や空き状況等の情報の収集を月１回程度行う。 

 

（開設時間及び休業日） 
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第６条 障害者等の来訪が可能な窓口の開設時間は午前９時から午後５時までとする。

やむを得ず事務室内に従事者が不在となる場合には、電話を転送する等、連絡がとれ

る体制を整えておくこと。 

２ 来訪窓口の休業日は以下のとおりとする。 

ア 土曜日及び日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

ウ １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 

（打合せ等） 

第７条 受託者は、業務着手時において、本業務の実施方針、条件等の詳細について打

合せを行うものとし、その結果について記録するとともに、委託者、受託者相互に確

認の上、業務を実施するものとする。 

 

（業務実施計画） 

第８条 受託者は、業務の着手に先立ち、本仕様書に基づく適切な人員体制、夜間・休

日対応、緊急時連絡体制等を含めた業務実施計画書を作成し、委託者に提出しなけれ

ばならないものとする。 

２ 業務実施計画書の内容を変更する場合は、委託者と協議の上、必要に応じて変更後

の業務実施計画書を改めて提出しなければならないものとする。 

３ 受託者は、委託者からの求めに応じ、更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなけ

ればならないものとする。 

 

（業務体制） 

第９条 受託者は本業務における人員体制、夜間・休日対応、緊急時連絡体制等を含め

適切に対応できるよう、業務体制を確保するものとする。 

２ 開設時間以外で緊急時の対応を要する場合は、拠点コーディネーターの属する特定

相談支援事業所と同一法人内において、相談支援専門員の有資格者が対応できる体制

が整えられている事業所がある場合は、開設時間外の電話受付について、当該事業所

への転送を可とする。 

 

（再委託） 

第１０条 受託者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならないもの

とする。 

 

（進捗報告） 

第１１条 受託者は、委託者に対し、本第５条に係る業務の進捗について、次の各号に
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示す事項を月次ごと、翌月の１０日までに報告することとする。 

⑴ 実績報告、委託事業の進捗状況、地域のニーズ及び課題 

⑵ 緊急時支援登録者名簿の登録状況 

⑶ 緊急受け入れ施設の状況 

⑷ グループホームの空き状況 

 

（業務報告書） 

第１２条 受託者は、次の各号に示す事項を取りまとめ、委託者に対し報告するもの

とする。なお、報告期日は、本事業履行期間終了日までとする。 

⑴ 委託業務完了届 

⑵ 業務報告書（実施内容、活動経過、結果等） 

⑶ 打合せ記録簿 

⑷ 緊急時支援登録者名簿 

⑸ その他委託者が指示したもの 

 

（委託料の支払方法） 

第１３条 委託料は、四半期ごとに概算払いとし、支払額及び方法は契約書に定め

る。 

 

（遵守事項） 

第１４条 受託者は、業務遂行にあたり、以下の事項を遵守する。 

⑴ 業務上知り得た個人情報は漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。 

⑵ 公正、公平性、中立性の確保や効果的な取り組みの充実に努める。 

⑶ 障害児者等の人権を尊重する。 

⑷ 地域生活支援拠点等に関する諸記録を整備し、業務完了日から５年間保存する。 

⑸ 業務において事故が生じた場合には、速やかに委託者及び利用者の家族等に報告

する。 

 

（損害賠償） 

第１５条 本業務実施中に受託者の原因によって生じた事故や損害については、受託者

が一切の責任を負い、委託者に原因及び経過を速やかに報告するものとする。 

 

（疑義） 

第１６条 本仕様書に記載なき事項、業務内容の変更等の疑義が生じた場合は、委託者

と受託者が協議して定めるものとする。 


